
美しい眺めを守ります

豊かな自然を育みます

歴史、風土に配慮した美しいまちなみを創ります

まちの賑わいをつくります

市民参加の景観づくりをすすめます

既存 400 ㎡ 増築 300 ㎡ 増築 300 ㎡

10 m

２棟 増築する場合 届出必要

増築しようとする部分の床面積の合計が対象規模（500 ㎡）を超えているかどうかで判断します。

また、増築しようとする部分の高さが１棟でも対象規模を超えている場合は届出が必要となります。

凡　例

自然ゾーン

低層住宅ゾーン

周辺市街地ゾーン

都心ゾーン

港湾ゾーン

届出不要

届出不要

届出必要
届出不要



① 届出対象行為の計画・検討（事業者） 「高知市景観計画 2009」の整備基準に沿って検討してください　

② 事前相談・協議　（都市計画課へ）

④ 届出：都市計画課へ提出

　　（届出書類は，右記のとおり）

⑧ 工事完了

③ 事業計画：設計着手（事業者）

⑤ 届出書類の審査

必要に応じて，高知市景観アドバイザー

会議を開催して助言を求めます。

　　

　　
⑦ 現場施工

⑥ 審査結果をお知らせします ( 通知 )　

変更届（当初届出内容に変更が生じた場合）


